
令和８年５月７日 

北 陸 地 方 整 備 局 
   

『第６回北陸地方戦略会議』を開催します 
 
  

 社会資本整備重点計画は、社会資本整備重点計画法に基づき、社会資本整備

事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画です。 

令和８年１月には、令和１２年度までを計画期間として、第６次社会資本整

備重点計画（全国計画）が閣議決定されました。 

それを踏まえ、全国１０ブロックに分かれて、各地方ブロックにおける新た

な社会資本整備重点計画の策定に向けて検討を進めているところです。 

 本会議では、新たな「北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画」（原案）

について、北陸地方の個性ある発展を導く計画となるよう意見交換を行います。 
 
※北陸ブロックとは、新潟、富山、石川、福井の４県に、関係の深い山形、福島、長野、岐阜の一部を加えた８県を対象としています。 

 
● 開催概要 

１．日  時：令和８年５月１１日（月）１４：４５～１５：４５ 

２．場  所：ボルファートとやま ４階 珊瑚（さんご）の間 

       富山県富山市奥田新町８－１ 

３．意見交換：新たな「北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画」（原案）

について 

４．取材要領：別紙３のとおり 

５．そ の 他：  

・本会議はオンライン併用で行います。 

・同日１３：３０～１４：３０に、新たな「北陸圏広域地方計画 計

画原案」について審議する「第９回北陸圏広域地方計画協議会」を

開催いたします。 

・過去の取組状況等は、北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画

のホームページをご覧ください。 

https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/sugata/top.html 

 
     

【同時記者発表】 

新潟県政記者クラブ 

新県政記者クラブ 

富山県政記者クラブ 

石川県政記者クラブ 

福井県政記者クラブ 

その他専門紙 

【問い合わせ先】 

北陸地方整備局 企画部 

事業調整官 西出
にしで

 保
たもつ

（内線３１１６） 

TEL：０２５－２８０－８８８０（代表） 

FAX：０２５－２８０－８８３５ 

～新たな「北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画」(原案) について意見交換を行います～ 

北陸ブロックにおける

社会資本整備重点計画 

ＨＰ 

https://www.hrr.mlit.go.jp/tiiki/sugata/top.html


  

 

北陸地方戦略会議 構成員 

 

新潟県知事 

富山県知事 

石川県知事 

福井県知事 

山形県知事 

福島県知事 

長野県知事 

岐阜県知事 

新潟市長 

北陸経済連合会会長 

東北経済連合会会長 

新潟県商工会議所連合会会頭 

富山県商工会議所連合会会長 

石川県商工会議所連合会会頭 

福井県商工会議所連合会会頭 

国土交通省 北陸地方整備局長 

            北陸地方整備局 副局長 

北陸信越運輸局長 

         中部運輸局長 

         東京航空局長 

         大阪航空局長 

         東京管区気象台長 

         北陸地方測量部長 

         第九管区海上保安本部長 

総務省   北陸総合通信局長 

農林水産省 北陸農政局長 

経済産業省 関東経済産業局長 

（別紙１） 



■全国計画

■北陸ブロック計画

中期的な社会資本整備の具体的指針

・社会資本に関する計画であって、計画期間における社会資本
整備事業の実施に関する重点目標や、計画期間において効果
的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要等を定
めたもの（社会資本整備重点計画法）

社会資本整備重点計画

・道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、
下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地、海岸が主な対象

中期的な交通政策の具体的指針

交通政策基本計画
・交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための、交
通施策に関する基本的な計画であって、基本的な方針、目標を
定めたもの（交通政策基本法）
・徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機、その他の手段
による交通が主な対象

長期的な国土づくりの指針

国土形成計画
・国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的かつ基本的
な計画（国土形成計画法）
・社会資本整備、交通政策を含めた国土全体についての総合的か
つ基本的な計画

調和を図る

調和を図る

「車の両輪」として
連携・整合を図る

重点目標等の
整合性

調和を図る

北陸ブロックにおける
社会資本整備重点計画

・北陸ブロック（新潟県、富山県、石川県、福井県
と山形県、福島県、長野県、岐阜県の一部）の特
徴を踏まえた将来像を設定し、今後の社会資本
整備の方向性、重点目標を計画

北陸圏広域地方計画

・北陸圏（富山県、石川県、福井県）の独自の発想
と戦略性に基づく北陸圏の国土の形成に関する
基本的方針、目標、広域の見地から戦略的に実
施すべき主要な施策を計画

基本方針の
整合性

その他の関連計画
調和を図る

例：首都圏整備計画
地方拠点法に基づく基本計画

等

国土形成計画と社会資本整備重点計画の概要

○国土形成計画と社会資本整備重点計画は、相互に調和を図るものとされている。
○これらの全国計画に対し、各地方の特性、将来像等に応じた地方計画となる、北陸ブロックにおける社会資本整
備重点計画と北陸圏広域地方計画においても、相互に調和を図るものとされている。

［国土形成計画と社会資本整備重点計画］

（別紙２）



（別紙３） 

 

取 材 要 領 
 

１．事前申込について 

（１）取材を希望される方は、以下の必要事項をご記入のうえ、メールにて申込をお

願いします。 

 

・会社名及び部署名 

・取材者の役職・氏名（取材者全員の役職・氏名を記載願います。） 

・連絡先（電話番号、メールアドレス） 

・申込メールアドレス chiiki★hrr.mlit.go.jp 

               ※★は＠（半角）に置き換えをお願いします。 

  

 

 

 

 

（２）申込は５月８日（金）１５時００分までにお願いします。 

※申込期日に間に合わない場合は、取材ができない場合があります。 

 

２．取材時の留意事項について 

（１）受付場所・時間 

・受付場所：ボルファートとやま ４階 珊瑚（さんご）の間 

・受付時間：１４：２５～１４：４５ 

 

（２）留意事項 

・ 会議は全体を通して公開しますが、カメラ撮影は、冒頭の挨拶までとなります。 

   なお、会議資料については、公表前の検討作業中のため、会議中の閲覧のみと

させていただきますこと予めご了承願います。 

 ・ぶら下がり取材は予定しておりません。 

 ・取材にあたっては、担当者の指示に従い、会議の妨げとならないようご協力を 

お願いします。 

 

 こちらからもアクセスできます。 

（メールアドレス） 
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